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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
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関
係
図
面
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令
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五
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家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
三
条
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
家
畜
商
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　
　

令
和
五
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

講
習
会
の
目
的

　
　

家
畜
の
取
引
の
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関
す
る
必
要
な
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の
修
得
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講
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対
象
者

　
　

家
畜
の
取
引
の
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務
に
従
事
す
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畜
商
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免
許
を
受
け
よ
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と
す
る
者
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会
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日
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１　

日
時　

令
和
五
年
九
月
二
十
一
日　
　

午
前
八
時
五
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　
　
　
　
　
　

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日　
　

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

　
　
　
　
　
　

な
お
、
受
付
時
間
は
、
両
日
と
も
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で
と
す
る
。

　

２　

場
所　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
庁
舎
本
館
八
階
八
二
会
議
室
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講
習
の
方
法

講　
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内　
　
　

容

講
習
時
間

家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令

家
畜
の
品
種
及
び
特
徴

家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び
疾
病

四 四六

五　

受
講
手
続
及
び
受
付
期
間

　

県
振
興
局
に
備
付
け
の
受
講
申
請
書
に
、
講
習
手
数
料
と
し
て
三
千
三
百
円
の
大
分
県
収
入
証
紙
と
写

真
を
貼
り
付
け
、
令
和
五
年
八
月
十
八
日
ま
で
に
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
県
振
興
局
農
山
（
漁
）

村
振
興
部
に
申
し
込
む
こ
と
。
た
だ
し
、
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
県
中
部
振
興
局
農
山

漁
村
振
興
部
（
大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号
）
に
申
し
込
む
こ
と
。

六　

講
習
会
修
了
証
明
書
の
交
付

　
　

講
習
を
修
了
し
た
者
に
は
、
講
習
会
修
了
後
一
箇
月
以
内
に
講
習
会
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

七　

携
行
品

　

１　

筆
記
用
具

　

２　

家
畜
商
講
習
会
テ
キ
ス
ト
（
当
日
、
会
場
で
あ
っ
せ
ん
す
る
。
）
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二
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公
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八　

そ
の
他

　

講
習
会
に
つ
い
て
不
明
な
事
項
が
あ
る
場
合
は
、
最
寄
り
の
県
振
興
局
農
山
（
漁
）
村
振
興
部
に
問
い

合
わ
せ
る
こ
と
。


